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非開示理由等 所管局部課等

1 R4.10.20 R4.11.2

・都立高等学校及び都立中等教育学校の主権者教育における新聞及び関連図書の
配置について（起案原議）
・都立高等学校及び都立中等教育学校の主権者教育における新聞及び関連図書の
配置について（都立学校宛て）

1 1
教育庁指導部
管理課

2 R4.10.20 R4.11.2

・「北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について」
（文部科学省）
・文部科学省とのやり取り
・北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について（都
立学校宛て）
・都立学校とのやり取り
・北朝鮮当局による拉致問題に関する図書等の充実に係る御協力等について（区
市町村宛て）
・区市町村教育委員会とのやり取り

1 1 1

・公にすることにより業務に関係のない電話やファックスが殺到す
るなど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・公にすることにより業務に関係のないメールが送信されるなど、
事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

3 R4.10.20 R4.11.2

９月２０日の共同通信が報じた、２０２２年８月３０日、文科省が内閣官房の要
請を受け、拉致問題の本を学校に入れる等の事務連絡をした。
・都教委がこの事務連絡に関し、組織内で協議した際の記録と全配付資料
・マスコミ（フリーを含む）から取材を受けた時の記録
・都教委が収集した報道、寄せ集め新聞的なものがあればそのまま出すこと
・２０２２年３月３日付３教指高第６８０号「都立高・・・主権者教育における
新聞及び関連図書の配送について」に関し、都教委が組織内で協議した際の記録
と全配付資料

1
・請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
・本事務連絡に関して、取材を受けておらず、文書を作成していな
いため

教育庁指導部
管理課

4 R4.9.22 R4.11.2

・令和３年度東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者選考実施要項（教諭・
養護教諭）
・令和３年度東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者選考実施要項（事務・
栄養士）
・３教人職第２６５４号令和４年度東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者
選考（産休育休代替教職員名簿登載選考）の実施について

120 1
教育庁人事部
職員課

5 R4.9.6 R4.11.4

・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）における「やむを得ない
理由により、ESAT-Jを受験できない生徒に対する措置」の申請について【起案原
議】
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）におおける「やむを得な
い理由により、ESAT-Jを受験できない生徒に対する措置の申請について」【区市
町村教育委員会宛て】
・令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）における「やむを得ない
理由により、ESAT-Jを受験できない生徒に対する措置」の申請について【都立学
校宛て通知】

1 1
教育庁指導部
管理課

6 R4.9.6 R4.11.4
令和４年８月３日発出令和４年度中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）にお
ける「やむを得ない理由により、ESAT-Jを受験できない生徒に対する措置」の申
請についてに関して実施事業者とのやり取りなどの一切の文書や図面や電磁的録

1
本件通知発出に関して、実施事業者とのやり取りは行っておらず、
文書を作成していないため

教育庁指導部
管理課

7 R4.9.6 R4.11.4 中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）の実施 1 1
教育庁指導部
管理課

8 R4.9.6 R4.11.4
令和４年９月３日付朝日新聞朝刊東京面で、民間業者に委託「大丈夫」浜佳葉
子・都教育長に聞くという記事に関して教育長の発言の根拠として、朝日新聞社
に提供した資料や取材時の議事録などの一切の文書や図面や電磁的記録

1
本取材に関して、新聞社へ資料を提出しておらず、また、議事録も
作成しておらず、文書を作成していないため

教育庁指導部
管理課

9 R4.9.6 R4.11.4

・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）受験者向けサイト利用規約
・個人情報の取扱いについて（学校とりまとめ）
・個人情報の取扱いについえ（完全個人）
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）受験申込・受験上の注意事項につい
て（学校とりまとめ）
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）受験申込・受験上の注意事項につい
て（完全個人）
・在籍校への申込情報の提供について及び在籍校に対する成績情報の取扱いにつ
いて（学校とりまとめ）
・在籍校に対する成績情報の取扱いについて（完全個人）

1 1
教育庁指導部
管理課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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10 R4.9.6 R4.11.4

・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その１
・民間資格・検定試験を活用した東京都中学校英語スピーキングテスト（仮称）
事業基本協定その２
・実施協定の締結について起案原議
・東京都中学校英語スピーキングテスト事業実施協定（令和４年度）
・覚書の締結について起案原議
・事業の方針変更等に関する覚書
・中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）先生向けWebサイトに関する利用規約

1 1 1 1 1

・業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
・事業者の社員名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することできるこ
ととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできない
が、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあ
るもののため
・試験の採点に関する情報であるため、公にすることにより、公
正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあるため
・試験の実施体制に関する情報であるため、公にすることにより、
公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあるため
・試験監督のあり方に関する情報であるため、公にすることによ
り、公正・公平な試験の実施が困難となり、当該事業の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがあるため
・事業者の事業活動を行う上でのノウハウに関する情報であって、
公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その
他社会的な地位が損なわれると認められるため
・事業者の経理方針に関する情報であって、公にすることにより、
当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損な
われると認められるため）

教育庁指導部
管理課

11 R4.9.6 R4.11.4
東京都中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）の個人情報管理（申し込み時の
登録に関わるものも含む）に関して、実施事業者とのやり取りのメール

1 1 1

・事業者の事業活動を行う上でのノウハウ及び内部管理に関する情
報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営
上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため
・実施事業者との間における検討又は協議に関する情報であって、
公にすることにより、実施事業者からの信頼を不当に損なうおそれ
があり、今後の事務運営上支所を及ぼすため

教育庁指導部
管理課

12 R4.9.6 R4.11.4
東京都中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）の個人情報管理（申し込み時の
登録に関わるものも含む）に関して区市町村教委や学校への通知などの一切の文
書や図面や電磁的記録

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

13 R4.9.6 R4.11.4

・平成３１年度東京都立高等学校入学者選抜委員会第４回、特別部会（第１回～
第３階）、第６回
・令和２年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会第１回、第４回、第５階
・令和３年東京都立高等学校入学者選抜検討委員会第１回～第３階、特別部会
（第１回、第２回）、臨時会
・令和４年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会第４回
・３教学高第７３０号「令和４年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱及び細
目の制定について

1 1
教育庁指導部
管理課

14 R4.9.9 R4.11.8
御意見フォーム、相談カード、都民の声総合窓口から各都民の声窓口へ・B票、送
付状（B票）、団体からの要請等文書

1 1

・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
お個人の権利利益を害するおそれがあるため
・開示が前提となると、率直な意見等が妨げらることになり、校長
業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・公にすることにより業務に関係のないメールの受信・着信が生じ
るなど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁総務部
広報統計課

15 R4.9.22 R4.11.9

・臨時的任用教職員採用候補者選考実施要項に、「賞罰」欄を削除し、「刑罰・
処分歴」欄を新設することについて、都教委内で協議した文書一式
・「処分欄」新設に当たり、都教委が弁護士や「元法務監察課長等の経験者」と
協議した文書一式
・「処分歴」欄新設に当たり、都教委が（１）文科省、（２）現・元の都議等の
政治家や現・元の教育委員、（３）●●等の政治団体と協議したりやり取りした
文書一式

1 当該請求に係る文書は作成しておらず、存在しない。
教育庁人事部
職員課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

16 R4.9.17 R4.11.10 教育職員免許状の失効について 1 1 1 1

・教育免許管理システムのURLは、開示されることにより、不正アク
セスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため
・上記以外の部分（氏名、生年月日、所属、免許状関連情報等）
は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができ
るもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別するこ
とができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別するこ
とはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害する
おそれがあるため

教育庁人事部
選考課

17 R4.9.17 R4.11.10
学校に勤務する教職員の懲戒処分の公表について（令和３年１１月１５日付発令
関係）

6 1
教育庁人事部
職員課

18 R4.9.17 R4.11.10

・３教人職第１４９３号■■■■公立学校教員に対する懲戒処分等について
・令和３年１１月１５日付け発令通知書
・３教人職第１７２３号教員に対する処分について（通知）
・■■■■　■■■■処分について
・３教人職第１４５７号教職員等に対する懲戒処分等の審査について（諮問）
・３懲分審第１２号教職委員等に対する懲戒処分等の審査について（答申）

1 1 1 1

・人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報であ
り、開示されることとなると、人事管理に係る事務の公正かつ円滑
な遂行に支障が生じるおそれがあるため
・当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容ついて、開示が
前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等から
の報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあ
り、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそ
れがあるため
・懲戒分限審査委員会への諮問又は懲戒分限審査委員会からの答申
の段階の案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明ら
かになり、東京都教育委員会が行う人事管理に関し、公正かつ適正
な事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため（東京都情報公開条
例第７条第６号）
・当事者・関係者の所属名、氏名等は、個人に関する情報であっ
て、特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合する
ことにより、特定の個人を識別することができることとなるものを
含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、開示するこ
とにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため（東京都
情報公開条例第７条第２号）

教育庁人事部
職員課

19 R4.9.17 R4.11.10 記者会見関係資料・公表資料報道記録等

東京都教育委員会では、令和３年１１月１５日付の懲戒処分につい
てその内容を東京都教育委員会ホームページに掲載し、公にしてい
るため（東京都情報公開条例第１８条第２項「インターネットの利
用その他実施機関の定める方法により公表若しくは提供を行ってい
る情報と同一の情報が記載された公文書については、当該公文書の
開示をしないものとする。」に該当）

教育庁人事部
職員課

20 R4.9.17 R4.11.11
相談カード、【報道発表】教職員の服務事故について（１１月１５日発令）（３
教総広第１４８号）

1 1 1 1

・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又
特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、な
お個人の権利利益を害するおそれがあるため
・開示が前提となると、率直な意見等が妨げられることになり、校
長業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁総務部
広報統計課

21 R4.10.29 R4.11.11
中学校英語スピーキングテスト（ESAT-J）に関して、教育庁の各部局及び教育委
員会に向けて小池百合子都知事から発出された一切の文書

1 当該公文書は取得しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

22 R4.9.14 R4.11.11

・都立大崎高等学校外１１校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立赤羽商業高等学校図書館管理業務委託（単価契約）
委託契約・支出関係書類
・都立戸山高等学校外８校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）委託契約・
支出関係書類
・都立武蔵丘高等学校外８校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立雪谷高等学校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）
委託契約・支出関係書類
・都立練馬高等学校外８校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）
委託契約・支出関係書類
・都立雪谷高等学校外８校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）
委託契約・支出関係書類
・都立武蔵丘高等学校外９校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立大崎高等学校外１３校図書館管理業務委託（中部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類

3979 1 1 1 1

・事業者の口座情報は、公にすることにより、関係のない金額が振
り込まれるなど、事業実施に支障を及ぼすおそれがあるため
・契約業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため
・契約の数量、単価、推定金額等は、公にすることにより、入札の
競争性及び契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

東京都中部学
校経営支援セ
ンター

23 R4.9.14 R4.11.11

・都立忍岡高等学校外11校　図書館管理業務委託（東部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立向丘高等学校外８校　図書館管理業務委託（東部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立蔵前工業高等学校外８校　図書館管理業務委託（東部）（単価契約）委託
契約・支出関係書類
・都立一橋高等学校外８校　図書館管理業務委託（東部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立忍岡高等学校外15校　図書館管理業務委託（東部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立向丘高等学校外８校　図書館管理業務委託（東部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立蔵前工業高等学校外８校　図書館管理業務委託（東部）（単価契約）委託
契約・支出関係書類
・都立日本橋高等学校外１校　図書館管理業務及び利用状況調査委託（東部）
（単価契約）委託契約・支出関係書類
・都立橘高等学校　図書館管理業務及び利用状況調査委託（東部）（単価契約）
委託契約・支出関係書類

4006 1 1 1 1

・事業者の口座情報は、公にすることにより、関係のない金額が振
り込まれるなど、事業実施に支障を及ぼすおそれがあるため
・契約業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため
・契約の数量、単価、推定金額等は、公にすることにより、入札の
競争性及び契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

東京都東部学
校経営支援セ
ンター

24 R4.9.14 R4.11.11

・都立町田高等学校外11校図書館管理業務委託（西部）（単価契約）委託契約・
支出関係書類
・都立拝島高等学校外８校図書館管理業務委託（西部）（単価契約）委託契約・
支出関係書類
・都立野津田高等学校外８校図書館管理業務委託（西部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類
・都立富士森高等学校外12校図書館管理業務委託（西部）（単価契約）委託契
約・支出関係書類

3948 1 1 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・事業者の口座情報は、公にすることにより、関係のない金額が振
り込まれるなど、事業実施に支障を及ぼすおそれがあるため
・契約業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及
ぼすおそれがあるため
・契約の数量、単価、推定金額等は、公にすることにより、入札の
競争性及び契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

東京都西部学
校経営支援セ
ンター

25 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1554 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立一橋高等
学校

26 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1356 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立大崎高等
学校

27 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1346 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立八潮高等
学校
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28 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1529 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立小山台高
等学校

29 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1446 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立雪谷高等
学校

30 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1412 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立大森高等
学校

31 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1436 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立田園調布
高等学校

32 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

932 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立蒲田高等
学校

33 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

1 当該年度は、委託契約が締結されていないため、存在しない。
都立蒲田高等
学校

34 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1385 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立つばさ総
合高等学校

35 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1300 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立六本木高
等学校

36 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1374 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立六郷工科
高等学校

37 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1151 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立芝商業高
等学校

38 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

1252 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立大田桜台
高等学校

39 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

1 当該年度は、委託契約が締結されていないため、存在しない。
都立大田桜台
高等学校

40 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1522 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立戸山高等
学校

41 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1493 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立目黒高等
学校

42 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

984 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立青山高等
学校

43 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

1 当該年度は、委託契約が締結されていないため、存在しない。
都立青山高等
学校
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44 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1373 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立松原高等
学校

45 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1424 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立桜町高等
学校

46 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1373 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立千歳丘高
等学校

47 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1343 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立深沢高等
学校

48 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1367 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立世田谷泉
高等学校

49 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1620 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立新宿山吹
高等学校

50 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1351 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立芦花高等
学校

51 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1376 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立第一商業
高等学校

52 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1381 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立総合工科
高等学校

53 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1380 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立園芸高等
学校

54 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1337 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立総合芸術
高等学校

55 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1515 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立富士高等
学校

56 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1451 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立武蔵丘高
等学校

57 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1327 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立荻窪高等
学校

58 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1447 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立石神井高
等学校
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59 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1510 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立大泉高等
学校

60 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1373 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立練馬高等
学校

61 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1360 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立田柄高等
学校

62 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1217 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立杉並総合
高等学校

63 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1398 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立稔ヶ丘高
等学校

64 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1379 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立大泉桜高
等学校

65 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1385 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立第四商業
高等学校

66 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1344 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立中野工業
高等学校

67 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和３年度分）

455 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立杉並工業
高等学校

68 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分及び令和２年度分）

1 当該年度分は廃棄済であるため、存在しない。
都立杉並工業
高等学校

69 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1347 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立練馬工業
高等学校

70 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1392 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立農芸高等
学校

71 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1460 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立向丘高等
学校

72 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1392 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立豊島高等
学校

73 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1520 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立文京高等
学校
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74 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1463 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立北園高等
学校

75 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1387 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立大山高等
学校

76 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1370 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立桐ヶ丘高
等学校

77 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

905 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立王子総合
高等学校

78 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

1 当該年度は、委託契約が締結されていないため、存在しない。
都立王子総合
高等学校

79 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1392 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立飛鳥高等
学校

80 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1336 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立板橋有徳
高等学校

81 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1369 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立千早高等
学校

82 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

460 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立赤羽北桜
高等学校

83 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

1

・本校は、平成３１年度末に閉校した赤羽商業高等学校を改修（令
和２年度施工）し、令和３年度に開校した学校である。
・よって、令和２年度は委託契約が締結されていないため、存在し
ない。
・また、令和３年度は司書職員を採用しており委託契約は締結され
ていないため、存在しない。

都立赤羽北桜
高等学校

84 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

1182 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立日本橋高
等学校

85 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

1 当該年度は、委託契約が締結されていないため、存在しない。
都立日本橋高
等学校

86 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1389 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立忍岡高等
学校

87 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1369 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立上野高等
学校

88 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1503 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立江北高等
学校
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89 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1327 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立淵江高等
学校

90 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1337 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立足立西高
等学校

91 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1369 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立青井高等
学校

92 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1376 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立足立新田
高等学校

93 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1407 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立晴海総合
高等学校

94 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1349 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立小台橋高
等学校

95 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1327 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立浅草高等
学校

96 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1336 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立蔵前工業
高等学校

97 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1379 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立荒川工業
高等学校

98 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1360 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立足立工業
高等学校

99 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

920 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立本所高等
学校

100 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

1 当該年度分は廃棄済であるため、存在しない。
都立本所高等
学校

101 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1452 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立葛飾野高
等学校

102 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1390 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立南葛飾高
等学校
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103 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1463 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立深川高等
学校

104 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1467 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立東高等学
校

105 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1481 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立城東高等
学校

106 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1494 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立江戸川高
等学校

107 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1398 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立葛西南高
等学校

108 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1342 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立篠崎高等
学校

109 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1449 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立紅葉川高
等学校

110 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1403 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立葛飾総合
高等学校

111 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1391 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立葛飾商業
高等学校

112 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1363 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立江東商業
高等学校

113 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1386 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立第三商業
高等学校

114 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1324 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立墨田工業
高等学校

115 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1394 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立農産高等
学校

116 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1721 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立橘高等学
校

117 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1400 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立富士森高
等学校
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118 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1394 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立片倉高等
学校

119 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1384 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立八王子北
高等学校

120 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1405 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立松が谷高
等学校

121 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1482 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立日野高等
学校

122 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1497 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立日野台高
等学校

123 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1394 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立南平高等
学校

124 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1480 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立町田高等
学校

125 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1398 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立野津田高
等学校

126 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1390 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立山崎高等
学校

127 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1493 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立翔陽高等
学校

128 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1314 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立八王子拓
真高等学校

129 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1361 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立町田工業
高等学校

130 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1403 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立八王子桑
志高等学校

131 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1601 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立砂川高等
学校

132 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1318 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立拝島高等
学校



令和４年度　公文書開示（11月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号
2
号
3
号
4
号
5
号
6
号
7
号
8
号
9
号

非開示理由等 所管局部課等

決定区分 （根拠規定）条例７条

133 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1379 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立武蔵村山
高等学校

134 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1398 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立多摩高等
学校

135 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1386 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立福生高等
学校

136 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1355 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立羽村高等
学校

137 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1367 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立五日市高
等学校

138 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1457 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立青梅総合
高等学校

139 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1373 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立上水高等
学校

140 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1372 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立瑞穂農芸
高等学校

141 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1508 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立武蔵野北
高等学校

142 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1431 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立保谷高等
学校

143 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1330 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立久留米西
高等学校

144 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1304 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立田無高等
学校

145 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1459 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立小平西高
等学校

146 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和２年度分及び令和３年度分）

436 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立東村山高
等学校

147 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分）

1 当該年度分は廃棄済であるため、存在しない。
都立東村山高
等学校
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148 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1453 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立清瀬高等
学校

149 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1493 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立小平南高
等学校

150 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1345 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立東村山西
高等学校

151 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1472 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立東久留米
総合高等学校

152 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1342 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立田無工業
高等学校

153 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1417 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立多摩科学
技術高等学校

154 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1496 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立調布北高
等学校

155 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1443 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立調布南高
等学校

156 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1457 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立狛江高等
学校

157 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1459 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立府中高等
学校

158 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1392 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立府中西高
等学校

159 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1370 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立永山高等
学校

160 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1387 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立若葉総合
高等学校

161 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1437 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立第五商業
高等学校

162 R4.9.14 R4.11.11
図書館管理業務委託の業務日誌及び履行確認簿
（令和元年度分、令和２年度分及び令和３年度分）

1373 1 1 1

・契約業者の業務従事者の個人名は、個人に関する情報で特定の個
人を識別することができるものであるため
・契約業者の業務従事者の印影は、公にすることにより、犯罪の予
防に支障を及ぼすおそれがあるため

都立府中工業
高等学校
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163 R4.10.31 R4.11.14
平成３１年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」区市別の平均正答率
（数学）

1 1
教育庁指導部
管理課

164 R4.10.31 R4.11.14

・平成２９年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」区市別の平均正答率
（数学）
・平成３０年度「児童・生徒の学力向上を図るための調査」区市別の平均正答率
（数学）

1
本件に係る公文書は、保存期間が３年であり、平成３０年度以前の
文書は保存期間が過ぎていることから、保管しておらず存在しない
ため

教育庁指導部
管理課

165 R4.10.31 R4.11.14
２０２２年７月２８日に行われた令和４年東京都教育委員会第１１回定例会の会
議を記録した音声データ

1
当該会議については録音はしておらず、また、音声データも取得し
ていないため、不存在である。

教育庁総務部
教育政策課

166 R4.10.31 R4.11.14

・２０２２年４月２１日に行われた令和４年度東京都教科用図書選定審議会（第
１回）の会議を記録した音声データ
・２０２２年５月３０日に行われた令和４年度東京都教科用図書選定審議会（第
２回）の会議を記録した音声データ

1 当該会議については、音声データを取得しておらず存在しないため
教育庁指導部
管理課

167 R4.11.8 R4.11.14
平成４年５月２７日付４教生文第１４９号「埋蔵文化財調査の都の対応につい
て」

1 1
教育庁地域教
育支援部管理
課

168 R4.11.10 R4.11.15

・令和２年３月２６日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和元年１２月３１日現
在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２３校（中等教育学校、義務
教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５７９校
・令和３年３月２５日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和２年１２月３１日現
在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２３校（中等教育学校、義務
教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５７８校
・令和４年３月２４日付けの中学校等別評定割合（個表）
－都内公立中学校第３学年及び義務教育学校第９学年の令和３年１２月３１日現
在の評定（調査書記載の評定）状況－　調査対象６２２校（中等教育学校、義務
教育学校を含む。）のうち調査対象人員が４０人以下の学校等を除いた５７５校

42 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

169 R4.9.16 R4.11.15

令和４年９月１５日文教委員会における請願４第９号（中学校英語スピーキング
テスト結果の都立高校入試への活用の延期・見直しに関する請願）の審査に関す
る以下のもの
・文教委員会へ提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明表」の検討プロ
セスや意思決定プロセスの一切の文書、図面及び電磁的記録
・文教委員会各委員とのやり取りに関する一切の文書、図面及び電磁的記録

1 1 1 1

・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書等の内容が公になることにより、
今後、東京都内部等における率直な意見交換若しくは意思決定の中
立性を損なうおそれ又は検討段階の情報が都の公式見解若しくは事
実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検
討段階の情報が都の公式見解又は事実と誤解されるおそれがあり、
その結果、本件文書の内容に係る事業について、今後の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある。また、本件文書が公になることによ
り、信頼関係に基づいてやり取りを行った議員及び委員からの実施
機関に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、今後の都議会
において円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障
を及ぼすおそれがある。

教育庁指導部
管理課



令和４年度　公文書開示（11月決定分）

月
整
理
番
号

請　求
年月日

決　定
年月日

公文書の件名
総
枚
数

開
示

一
部
開
示

非
開
示

不
存
在

存
否
応
答
拒
否

1
号
2
号
3
号
4
号
5
号
6
号
7
号
8
号
9
号

非開示理由等 所管局部課等
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170 R4.9.16 R4.11.15

令和４年９月１５日文教委員会における請願４第９号（中学校英語スピーキング
テスト結果の都立高校入試への活用の延期・見直しに関する請願）の審査に関す
る以下のもの
・文教委員会へ提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明表」の検討プロ
セスや意思決定プロセスの一切の文書、図面及び電磁的記録
・文教委員会各委員とのやり取りに関する一切の文書、図面及び電磁的記録

1 1 1

・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書等の内容が公になることにより、
今後、東京都内部等における率直な意見交換若しくは意思決定の中
立性を損なうおそれ又は検討段階の情報が都の公式見解若しくは事
実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検
討段階の情報が都の公式見解又は事実と誤解されるおそれがあり、
その結果、本件文書の内容に係る事業について、今後の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある。また、本件文書が公になることによ
り、信頼関係に基づいてやり取りを行った議員及び委員からの実施
機関に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、今後の都議会
において円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障
を及ぼすおそれがある。

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

171 R4.9.16 R4.11.15 出張復命書 1 1
教育庁指導部
管理課

172 R4.9.16 R4.11.15

・実施起案原議
・旅費支出原議
・支出命令書
・出張記録
・調定額通知書
・事業者との打合せ資料
・●●●●打合せ記録

1 1 1 1 1 1

・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる
こととなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできな
いが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれが
あるため
・法人たる事業者の事業に関する情報であって、公にすることによ
り、当該法人の事業運営上の地位が損なわれるため
・当該資料は、事業者の事業活動を行う上でのノウハウ及び内部管
理に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上
又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ
るため
・業者の印影は、公にすることにより、犯罪の予防に支障を及ぼす
おそれがあるため
・試験運営の根幹に係る事項であるため、当該箇所を開示すると、
当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・当該資料は、試験の制度設計に関する情報であって、公にするこ
とにより、正確な事実の把握を困難にするおそれがあり、当該事業
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・公にすることにより、関係のない金額が振り込まれるなど、会計
処理の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため

教育庁指導部
管理課

173 R4.11.4 R4.11.16
マスクの着用が新型コロナウイルスの感染拡大防止に効果があるという科学的根
拠を立証する文書

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁総務部
総務課

174 R4.11.2 R4.11.16

令和●年●月●日に●●が連名で提出した、要望書に関して、
・この要望に対して都教委が検討した全検討プロセスや意思決定のプロセスなど
の一切の文書や図面や電磁的記録
・要望書の対応にあたり、関係部局とのやり取りに関する一切の文書や図面や電
磁的記録

1
要望書の内容を検討した文書、意思決定のプロセスに関する文書、
関係部局とのやり取りに関する文書は作成していないため

教育庁指導部
管理課
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175 R4.11.2 R4.11.16

令和●年●月●日に●●が連名で提出した、要望書に関して、
・この要望に対して都教委が検討した全検討プロセスや意思決定のプロセスなど
の一切の文書や図面や電磁的記録
・要望書の対応にあたり、関係部局とのやり取りに関する一切の文書や図面や電
磁的記録

1
要望書の内容を検討した文書、意思決定のプロセスに関する文書、
関係部局とのやり取りに関する文書は作成していないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

176 R4.11.2 R4.11.16

令和４年１１月１日行われた都議会文教委員会において、文教委員の質問に対し
て都立学校教育部長が「入試で四技能を測るのが大前提でございます」との答弁
に関して、これまでの都教委が説明して生きた「アチーブメントテストとの整合
性が分かる検討プロセスや意思決定のプロセス

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

177 R4.11.2 R4.11.16

令和４年１１月１日行われた都議会文教委員会において、実施事業者が利益相反
行為を行った場合にしかるべき対応をすることと実施事業者に対してモニタリン
グしているとの答弁に関して
・開示請求日時点において、存在するすべてのモニタリング内容など一切の文書
や図面や電磁的記録
・開示請求日時点において、利益相反行為とみなしたケースに対する対応が分か
る一切の文書や図面や電磁的記録

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁教育庁
指導部管理課

178 R4.9.22 R4.11.21

・とうきょう総文2022おもてなしマニュアル・緊急時対応ミニブック
・第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会東京都実行委員会生徒実行委員会の
開催について（変更含む）
・『第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会開会行事（総合開会式及びパレー
ド）』企画・運営等業務委託仕様書
・第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会総合開会式への出演依頼について
（依頼）（都立青山・国立・府中西高校宛て）

58 1
教育庁指導部
管理課

179 R4.9.22 R4.11.21

・とうきょう総文2022総合開会式信仰台本
・業務概要スタッフ基本事項
・総務班接遇係
・第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会東京都実行委員会生徒実行委員会の
開催について（第３回～１６回）
・第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会東京都実行委員会生徒実行委員会オ
ンライン形成期の開催への変更について
・第４６回全国高等学校総合文化祭東京大会各部門大会警備業務委託（その２）
仕様書
・総務班パレート御覧席図

45 1 1 1

・生徒の氏名、所属校及び写真は、特定の個人を識別することがで
きるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別する
ことができるものを含む。）又は特定の個人を識別することはでき
ないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ
があるもののため
・事業者の社印名は、特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる
ものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公に
することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものの
ため
・公にすることにより、今後同番号を使用した際に業務に関係のな
い電話をされるなど、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があるため
・職員が業務で使用する電子メールアドレスは、公にすることによ
り、業務と関連のないメールが送信されるなど、事務事業の適正な
遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
・警護に関する情報であるため、公にすることにより、今後の類似
事業実施に重大な影響を及ぼし、事業実施の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため
・公にすることにより、関係団体からの信頼を不当に損なうことと
認められるものであり、今後の事業運営上支障を及ぼすおそれがあ
るため

教育庁指導部
管理課

180 R4.9.22 R4.11.21

・第４６回全国高等学校総合文化祭の「（数回開催したと思われる）生徒の実行
委員の会議（オンラインを含む）」の会議録
・観覧用のテントについて、（１）「テントのようなもの」の形態や値段につい
て業者とやり取りした文書
・クーラーの温度を政府が呼びかけている２８度より下げるよう、都教委が東京
国際フォーラムの担当者に依頼した文書

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

181 R4.11.17 R4.11.25
・臨時的任用教員と時間講師の選考要項に、賞罰欄に代わり処分歴を書かせるよ
うに変えることを都教委内で協議した文書
・君が代処分を意識して処分歴欄を新設したことが分かる文書

1 当該請求に係る文書は作成しておらず、存在しない。
教育庁人事部
職員課

182 R4.11.11 R4.11.25
年金支給開始年齢の段階的引き上げ及び適用される採否基準（令和２年度及び令
和３年度）

2 1
教育庁人事部
選考課
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183 R4.11.22 R4.11.29

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の
新しい生活様式」～（2022.4.1.Ver8）について『学校においては、手洗いや咳エ
チケット、換気といった基本的な感染症対策に加え、感染拡大リスクが高い「３
つの蜜」を避ける、身体的距離を確保するといった感染症対策を徹底することが
必要です。』と記載されていますが、これらの科学的根拠及び論文等

1 請求に係る文書は作成及び取得しておらず存在しないため
教育庁総務部
総務課

184 R4.10.15 R4.11.29

都議会文教委員会において、英語スピーキング中止を求める請願審査を行われた
際、都民ファ会派が提案した、不受験者の扱いの厳格化を含む４つの対応につい
て
・提案内容について、都教委内の検討プロセスや意思決定のプロセスなどの一切
の文書や図面や電磁的記録
・都民ファ文教委員とのやり取りなどの一切の文書や図面や電磁的記録

1 請求に係る文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁指導部
管理課

185 R4.10.1 R4.11.30

令和4年９月３０日文教委員会における議員提出議案第１１号（東京都立高等学校
の入学者の選抜方法に関する条例）に関する以下のもの
・文教委員会での答弁内容に関する検討プロセスや意思決定のプロセスの一切の
文書、図面及び電磁的記録
・文教委員会各委員とのやり取りに関する一切の文書、図面及び電磁的記録

1 1 1

・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書等の内容が公になることにより、
今後、東京都内部等における率直な意見交換若しくは意思決定の中
立性を損なうおそれ又は検討段階の情報が都の公式見解若しくは事
実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検
討段階の情報が都の公式見解又は事実と誤解されるおそれがあり、
その結果、本件文書の内容に係る事業について、今後の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある。また、本件文書が公になることによ
り、信頼関係に基づいてやり取りを行った議員及び委員からの実施
機関に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、今後の都議会
において円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障
を及ぼすおそれがある。

教育庁指導部
管理課
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186 R4.10.1 R4.11.30

令和4年９月３０日文教委員会における議員提出議案第１１号（東京都立高等学校
の入学者の選抜方法に関する条例）に関する以下のもの
・文教委員会での答弁内容に関する検討プロセスや意思決定のプロセスの一切の
文書、図面及び電磁的記録
・文教委員会各委員とのやり取りに関する一切の文書、図面及び電磁的記録

1 1 1

・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書等の内容が公になることにより、
今後、東京都内部等における率直な意見交換若しくは意思決定の中
立性を損なうおそれ又は検討段階の情報が都の公式見解若しくは事
実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検
討段階の情報が都の公式見解又は事実と誤解されるおそれがあり、
その結果、本件文書の内容に係る事業について、今後の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある。また、本件文書が公になることによ
り、信頼関係に基づいてやり取りを行った議員及び委員からの実施
機関に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、今後の都議会
において円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障
を及ぼすおそれがある。

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

187 R4.10.1 R4.11.30
・都教委が文部科学省に相談した際の資料①
・都教委が文部科学省に相談した際の資料②
・文部科学省の見解を聞き取った資料

11 1 1 1

・未確定な情報である本件文書等の内容が公になることにより、今
後、東京都内部、東京都及び文部科学省相互間における率直な意見
交換若しくは意思決定の中立性を損なうおそれ又は検討段階の情報
が都の公式見解若しくは事実と誤解され、都民の間に混乱を生じさ
せるおそれがある。
・未確定な情報である本件文書の内容が公になることにいより、検
討段階の情報が都の公式見解又は事実と誤解されるおそれがあり、
その結果、本件文書の内容に係る事業について、今後の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある。また、本件文書が公になることによ
り、信頼関係に基づいてやり取りを行った文部科学省からの実施機
関に対する信頼を損ねるおそれがあり、その結果、今後の文科省と
のやり取りが円滑にできなくなるなど、業務遂行に支障を及ぼすお
それがある。
・職員個人のメールアドレス及び内線番号は、公にすることにより
業務に関係のないメールの受信・着信が生じるなど、事務事業の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。

教育庁総務部
教育政策課

188 R4.10.1 R4.11.30

・令和５年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第１回）
・令和５年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第２回）
・令和５年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第３回）
・令和５年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会（第４回）

1 1
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

189 R4.10.1 R4.11.30

令和４年９月２２日付令和５年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会報告に
ついて
・特別部会の委員名簿、議事録及び配布資料など一切の文書、図面及び電磁的記
録
・幹事会の議事録などの一切の文書、図面及び電磁的記録

1

・令和５年度東京都立高等学校入学者選抜検討委員会の特別部会は
開催されておらず、請求に係る公文書は存在しないため
・幹事会に係る議事録は作成しておらず、請求に係る公文書は存在
しないため

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課
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190 R4.10.15 R4.11.30

都議会文教委員会において、英語スピーキング中止を求める請願審査を行われた
際、都民ファ会派が提案した、不受験者の扱いの厳格化を含む４つの対応につい
て
・提案内容について、都教委内の検討プロセスや意思決定のプロセスなどの一切
の文書や図面や電磁的記録
・都民ファ文教委員とのやり取りなどの一切の文書や図面や電磁的記録

1 1 1

・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書等の内容が公になることにより、
今後、東京都内部等における率直な意見交換若しくは意思決定の中
立性を損なうおそれ又は検討段階の情報が都の公式見解若しくは事
実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。
・東京都議会に提出した「文教委員会付託　請願・陳情審査説明
表」は、請願者の請願内容に対する現在の状況等を記載したもので
ある。当該資料より前に作成された検討、意思決定のため資料は、
都内部における審議、検討過程の未確定な情報である。また、委員
とのやり取りに関する文書等は、事務事業に関する事実確認などを
主眼とした当該会派との意見交換に関連して作成・入手したもので
あり、それらに記載された情報は、検討過程の未確定なものであ
る。未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検
討段階の情報が都の公式見解又は事実と誤解されるおそれがあり、
その結果、本件文書の内容に係る事業について、今後の適正な遂行
に支障を及ぼすおそれがある。また、本件文書が公になることによ
り、信頼関係に基づいてやり取りを行った議員及び委員からの実施
機関に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、今後の都議会
において円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障
を及ぼすおそれがある。

教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課

191 R4.11.2 R4.11.30

令和４年１１月１日に行われた都議会文教委員会において、文教委員の質問に対
して都立学校教育部長が「入試で四技能を測るのが大前提でございます」との答
弁に関して、都教委全体の全検討プロセスや意思決定のプロセスなどの一切の文
書や図面や電磁的記録

1 請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため
教育庁都立学
校教育部高等
学校教育課


